
目

次

規

則

△

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

開
発
指
導
室)

…
…
…
二

△

広
島
県
県
営
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

住
宅
管
理
室)

…
…
…
二

(

以
上
県
法
規
登
載)

告

示

△

平
成
十
六
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
の
追
加

(

地
域
調
整
室)

…
…
…
三

△

平
成
四
年
広
島
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

(

大
規
模
行
為
届
出
対

象
地
域
の
指
定)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

環
境
調
整
室)

…
…
…
三

△

平
成
五
年
広
島
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

(

大
規
模
行
為
届
出
対

象
地
域
の
指
定)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(
〃

)

…
…
…
三

△

平
成
六
年
広
島
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

(

景
観
指
定
地
域
の
指

定)

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

(

〃

)

…
…
…
三

(

以
上
三
件
県
法
規
登
載)

△

保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

室)

…
…
…
三

△

道
路
の
区
域
変
更(

四
件)

(

道
路
保
全
室)

…
…
…
四

△

道
路
の
供
用
開
始(

三
件)

(

〃

)

…
…
…
五

△

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
指
定

(

砂

防

室)

…
…
…
六

△

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
の
指
定

(

〃

)

…
…
…
八

△

港
湾
法
の
規
定
に
よ
る
臨
港
地
区
及
び
分
区
の
指
定(

二
件)

(

港
湾
管
理
室)

…
…
一
六

△

港
湾
法
の
規
定
に
よ
る
臨
港
地
区
及
び
分
区
の
変
更

(

〃

)

…
…
一
七

公

告

△

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
認
証
申
請

(

県
民
文
化
室)

…
…
一
七

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

△

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定

一
七

人
事
委
員
会
規
則

△

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
及
び
市
町
村
立
学
校
職
員
の

給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
実
施
に

関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
九

△

福
山
市
、
沼
隈
郡
沼
隈
町
中
学
校
組
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を

定
め
る
規
則
等
を
廃
止
す
る
規
則

二
〇

(

以
上
県
法
規
登
載)

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

二
〇

公公公
布布布
さささ
れれれ
たたた
規規規
則則則
ののの
あああ
ららら
ままま
ししし

★

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

(

規
則
第
五
号)

(

開
発
指
導
室)

一

改
正
の
要
旨

佐
伯
郡
大
野
町
に
お
け
る
市
街
化
調
整
区
域
に
係
る
開
発
行
為
の
許
可
の
対
象
と
し
て
指
定
す
る
区

域
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
を
定
め
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
七
年
三
月
一
日

★

広
島
県
県
営
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

規
則
第
六
号)

(

住
宅
管
理
室)

一

改
正
の
要
旨

１

次
の
県
営
住
宅
駐
車
場
を
設
置
し
た
。

２

公
営
住
宅
法
施
行
令
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
県
営
住
宅
入
居
申
込
書
の
様
式
な
ど

を
整
理
し
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日
。
た
だ
し
、
一
１
は
同
年
三
月
一
日

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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規規規

則則則

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
五
号

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
行
為
等
の
許
可
の
基
準
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

(

平
成
十
五
年
広
島
県
規

則
第
四
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
安
芸
郡
熊
野
町
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
の
備
考
中

｢

限
る
。｣

を

｢

限
る
も
の
と
し
、
佐
伯
郡
大
野
町
の
区
域
に
つ
い
て
は
、
深
江
一

丁
目
、
深
江
二
丁
目
、
塩
屋
一
丁
目
、
塩
屋
二
丁
目
、
物
見
西
三
丁
目
、
上
の
浜
一
丁
目
、
林
が
原
二
丁
目
、

丸
石
四
丁
目
、
丸
石
五
丁
目
、
宮
浜
温
泉
二
丁
目
、
宮
浜
温
泉
三
丁
目
、
八
坂
二
丁
目
、
字
平
岩
、
字
四
郎

峠
、
字
中
山
、
字
亀
ヶ
岡
、
字
戸
石
川
、
字
上
更
地
、
字
下
更
地
、
字
尾
中
山
、
字
深
江
、
字
対
厳
山
、
字

十
郎
原
、
字
高
見
、
字
鯛
ノ
原
、
字
三
鎗
谷
、
字
土
井
、
字
水
口
、
字
中
空
、
字
早
時
、
字
襄
ヶ
嶽
、
字
滝

山
、
字
小
山
、
字
城
山
、
字
下
原
、
字
塩
屋
、
字
上
桐
、
字
清
水
峯
、
字
田
屋
、
字
陣
場
、
字
高
畑
、
字
中

津
岡
、
字
滝
の
下
、
字
下
の
浜
、
字
上
之
浜
、
字
物
見
山
、
字
小
田
ノ
口
、
字
丸
石
、
字
林
ヶ
原
、
字
尾
立
、

字
八
坂
、
字
四
十
八
坂
、
字
垣
ノ
浦
、
字
下
灘
及
び
字
鳴
川
の
区
域
の
う
ち
平
成
十
七
年
三
月
一
日
現
在
の

土
地
の
表
示
の
登
記
の
地
目
が
山
林
、
原
野
及
び
保
安
林
以
外
の
地
目
の
土
地
の
区
域
に
限
る
。｣
に
改
め

る
。別

表
第
二
安
芸
郡
熊
野
町
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
安
芸
郡
熊
野
町
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
の
備
考
中

｢

限
る
。｣

を

｢

限
る
も
の
と
し
、
佐
伯
郡
大
野
町
の
区
域
に
つ
い
て
は
、
深
江
一

丁
目
、
深
江
二
丁
目
、
塩
屋
一
丁
目
、
物
見
西
三
丁
目
、
上
の
浜
一
丁
目
、
宮
浜
温
泉
二
丁
目
、
字
平
岩
、

字
四
郎
峠
、
字
中
山
、
字
亀
ヶ
岡
、
字
戸
石
川
、
字
上
更
地
、
字
下
更
地
、
字
尾
中
山
、
字
深
江
、
字
十
郎

原
、
字
高
見
、
字
鯛
ノ
原
、
字
三
鎗
谷
、
字
土
井
、
字
水
口
、
字
中
空
、
字
襄
ヶ
嶽
、
字
滝
山
、
字
小
山
、

字
城
山
、
字
下
原
、
字
塩
屋
、
字
上
桐
、
字
田
屋
、
字
陣
場
、
字
高
畑
、
字
中
津
岡
、
字
滝
の
下
、
字
下
の

浜
、
字
上
之
浜
、
字
物
見
山
、
字
小
田
ノ
口
、
字
丸
石
、
字
林
ヶ
原
、
字
尾
立
、
字
四
十
八
坂
及
び
字
垣
ノ

浦
の
区
域
の
う
ち
平
成
十
七
年
三
月
一
日
現
在
の
土
地
の
表
示
の
登
記
の
地
目
が
山
林
、
原
野
及
び
保
安
林

以
外
の
地
目
の
土
地
の
区
域
に
限
る
。｣

に
改
め
る
。

別
表
第
四
廿
日
市
市
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
五
安
芸
郡
熊
野
町
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
七
年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

広
島
県
県
営
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
六
号

広
島
県
県
営
住
宅
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
県
営
住
宅
管
理
規
則

(

平
成
十
年
広
島
県
規
則
第
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
号
の
表
中

別
記
様
式
第
一
号
(表)
中

平成17年 2月24日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 1 1 2号

2

佐

伯

郡

大

野

町

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル

佐

伯

郡

大

野

町

七
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
範
囲
内
に
お
い
て
敷
地
相
互
間
の
隣
接
間
隔
が
五
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
に
位
置
す
る

建
築
物
が
五
〇
以
上
連
た
ん
す
る
こ
と
。

佐

伯

郡

大

野

町

法
第
九
条
第
三
項
か
ら
第
十
項
ま
で
に
規
定
す

る
用
途
地
域

一
〇
〇
メ
ー
ト
ル

佐

伯

郡

大

野

町

一
二
メ
ー
ト
ル

五
〇
メ
ー
ト
ル

佐

伯

郡

大

野

町

条
例
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
の
用
途

条
例
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
の
用
途

条
例
第
三
条
第
一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
の
用
途

｢

県
営
小
田
浦
住
宅
駐
車
場

因
島
市
重
井
町

｣

を

｢
県
営
室
屋
住
宅
駐
車
場

県
営
小
田
浦
住
宅
駐
車
場

因
島
市
中
庄
町

因
島
市
重
井
町

｣

に
改
め
る
。

｢
障
害
者
(う
ち
特
別
障
害
者
)

特
定
扶
養
親
族

70歳
以
上
の
扶
養
親
族

老
年
者

寡
婦

･

寡
夫

人
(

人
)

人
人

人
人
｣

を

(定期)



様
式
(裏)
中

｢老
年
者
｣

を
削
る
。

｢
寡
婦
・
寡
夫

円
×

人

＝｣

に
、｢３

カ
月
分
｣

を

｢３
月
分
｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
号
の
表
の
改
正
規
定
は
、
平
成
十
七

年
三
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

改
正
前
の
広
島
県
県
営
住
宅
管
理
規
則
の
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙
で
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現

に
県
の
在
庫
に
係
る
も
の
は
、
改
正
後
の
広
島
県
県
営
住
宅
管
理
規
則
の
様
式
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
用
紙

と
み
な
し
、
当
分
の
間
、
引
き
続
き
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
二
百
三
十
号

国
土
調
査
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
六

年
広
島
県
告
示
第
七
百
二
十
号

(

平
成
十
六
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画)

に
次
の
事
項
を
追
加
し
た
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

追
加
の
内
容

１

地
籍
調
査
本
体
事
業

追
加
な
し

２

数
値
情
報
化
事
業

二

追
加
年
月
日

平
成
十
七
年
二
月
十
日

広
島
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

平
成
四
年
広
島
県
告
示
第
四
百
五
十
八
号

(

大
規
模
行
為
届
出
対
象
地
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

第
一
号
中

｢

、
安
芸
郡
倉
橋
町｣

を
削
る
。

広
島
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号

平
成
五
年
広
島
県
告
示
第
三
百
八
十
八
号

(

大
規
模
行
為
届
出
対
象
地
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
平
成
十
七
年
三
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

第
一
号
中

｢

竹
原
市｣

を

｢

呉
市

(

音
戸
町
、
倉
橋
町
及
び
安
浦
町
の
区
域
に
限
る
。)

、
竹
原
市｣

に
改

め
、｢

、
安
芸
郡
音
戸
町
、
豊
田
郡
安
浦
町｣

を
削
る
。

広
島
県
告
示
第
二
百
三
十
三
号

平
成
六
年
広
島
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

(

景
観
指
定
地
域
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

平
成
十
七
年
三
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

第
二
号
中

｢

及
び
川
尻
町｣

を

｢

、
川
尻
町
、
蒲
刈
町
、
豊
浜
町
及
び
豊
町｣

に
改
め
、｢

並
び
に
安
芸

郡
蒲
刈
町
、
豊
田
郡
豊
浜
町
及
び
豊
田
郡
豊
町
の
全
域｣

を
削
る
。

広
島
県
告
示
第
二
百
三
十
四
号

次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

山
県
郡
北
広
島
町
本
地
字
長
畑
ケ
一
八
六
六
の
六
五
か
ら
一
八
六
六
の
六
七
ま
で
、
一
八
六
六
の
六
九
、

一
八
六
六
の
七
一
か
ら
一
八
六
六
の
七
三
ま
で

二

指
定
の
目
的

平成17年 2月24日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 1 1 2号

3

｢
障
害
者
(う
ち
特
別
障
害
者
)

特
定
扶
養
親
族

70歳
以
上
の
扶
養
親
族

寡
婦

･

寡
夫

人
(

人
)

人
人

人
｣

に
改
め
、
同

別
記
様
式
第
二
号
(裏)
中

｢続
柄
｣

を

｢続
き
柄
｣

に
、｢

老
年

者
円
×

人

＝

寡
婦
・
寡
夫

円
×

人

＝｣

を

江

田

島

市

数
値
情
報
化
を

行
う
者
の
名
称

能
美
町
鹿
川
の
一
部

数

値

情

報

化

を

行

う

区

域

交
付
決
定
の
日
か
ら
平
成

一
七
年
三
月
三
一
日
ま
で

数
値
情
報
化
を
行
う
期
間

(定期)



土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
長
畑
ケ
一
八
六
六
の
六
五
か
ら
一
八
六
六
の
六
七
ま
で
・
一
八
六
六
の
七
二
・
一
八
六
六
の
七

三

(

以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
林

務
総
室
治
山
室
及
び
北
広
島
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
二
百
三
十
五
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
十
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

太
郎
丸
吉
舎
線

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
二
百
三
十
六
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
十
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

三
次
庄
原
線

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
二
百
三
十
七
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
十
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

一
八
六
号

道
路
の
区
域
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三
次
市
吉
舎
町
安
田
字
石
金
山
一
〇
八
三
番
一
地
先
か
ら

三
次
市
吉
舎
町
安
田
字
尾
無
し
一
二
四
五
番
七
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

別

一
六
・
六
〇
〜

六
五
・
五
〇

メ
ー
ト
ル

五
・
五
〇
〜
三

四
・
一
〇

敷
地
の
幅
員

七
九
五
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

八
七
二
・
〇
〇

延

長

拡
幅 備

考

三
次
市
三
良
坂
町
三
良
坂
字
上
之
堂
六
五
一
番
地
先
か
ら

三
次
市
三
良
坂
町
三
良
坂
字
宮
沖
五
二
一
番
二
地
先
ま
で

三
次
市
三
良
坂
町
三
良
坂
字
三
本
木
二
八
五
九
番
一
地
先

か
ら

三
次
市
三
良
坂
町
三
良
坂
字
宮
沖
五
三
一
番
二
地
先
ま
で

三
次
市
三
良
坂
町
三
良
坂
字
上
之
堂
六
五
一
番
地
先
か
ら

三
次
市
三
良
坂
町
三
良
坂
字
宮
沖
五
二
一
番
二
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

別

八
・
二
〇
〜
一

九
・
四
〇

一
一
・
四
〇
〜

二
六
・
五
〇

メ
ー
ト
ル

八
・
二
〇
〜
一

九
・
四
〇

敷
地
の
幅
員

五
四
二
・
〇
〇

五
八
四
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

五
四
二
・
〇
〇

延

長

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

備

考

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
西
小
原
山
三
七
三
番

三
地
先
か
ら

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
西
小
原
山
三
六
九
番

五
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新
旧

別

一
〇
・
〇
〇
〜

三
八
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

四
・
五
〇
〜
八

・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

二
五
四
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

二
五
四
・
〇
〇

延

長

拡
幅

一
般
国
道
四
三

四
号
と
重
複

備

考

(定期)



道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
三
四
号

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
二
百
三
十
八
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
十
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
三
三
号

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

一
般
国
道

路

線

名

四
三
四
号

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
二
百
三
十
九
号

道
路
法

(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
備
北
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
十
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日
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山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
布
原
山
五
六
三
番
一

地
先
か
ら

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
布
原
六
一
九
番
一
地

先
ま
で

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
大
井
山
五
四
二
番
一

地
先
か
ら

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
布
原
山
五
六
三
番
一

地
先
ま
で

新 旧 新 旧

一
一
・
〇
〇
〜

三
一
・
〇
〇

三
・
五
〇
〜
七

・
五
〇

一
一
・
〇
〇
〜

四
一
・
〇
〇

三
・
〇
〇
〜
一

九
・
〇
〇

三
二
四
・
〇
〇

三
二
四
・
〇
〇

一
、
一
六
一
・

〇
〇

一
、
一
六
一
・

〇
〇

拡
幅

一
般
国
道
四
三

四
号
と
重
複

拡
幅

一
般
国
道
四
三

四
号
と
重
複

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
西
小
原
山
三
六
九
番

五
地
先
か
ら

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
西
小
原
山
三
七
三
番

三
地
先
ま
で

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
布
原
山
五
六
三
番
一

地
先
か
ら

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
大
井
山
五
四
二
番
一

地
先
ま
で

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
布
原
六
一
九
番
一
地

先
か
ら

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
布
原
山
五
六
三
番
一

地
先
ま
で 区

間

新 旧 新 旧 新 旧 新
旧

別

一
〇
・
〇
〇
〜

三
八
・
〇
〇

四
・
五
〇
〜
八

・
〇
〇

一
一
・
〇
〇
〜

四
一
・
〇
〇

三
・
〇
〇
〜
一

九
・
〇
〇

一
一
・
〇
〇
〜

三
一
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

三
・
五
〇
〜
七

・
五
〇

敷
地
の
幅
員

二
五
四
・
〇
〇

二
五
四
・
〇
〇

一
、
一
六
一
・

〇
〇

一
、
一
六
一
・

〇
〇

三
二
四
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

三
二
四
・
〇
〇

延

長

拡
幅

一
般
国
道
一
八

六
号
と
重
複

拡
幅

一
般
国
道
一
八

六
号
と
重
複

拡
幅

一
般
国
道
一
八

六
号
と
重
複

備

考

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
加
計
字
清
水
原
二
一
九
九
番
三

地
先
か
ら

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
加
計
字
河
内
平
二
一
四
四
番
三

地
先
ま
で 区

間

新 旧 新
旧

別

一
二
・
〇
〇
〜

六
八
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

一
二
・
〇
〇
〜

七
八
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

一
九
六
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

一
九
六
・
〇
〇

延

長

幅
員
減
少

一
般
国
道
四
三

四
号
と
重
複

不
用
物
件
延
長

二
九
・
〇
〇
メ
ー

ト
ル 備

考

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
加
計
字
清
水
原
二
一
九
九
番
三

地
先
か
ら

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
加
計
字
河
内
平
二
一
四
四
番
三

地
先
ま
で 区

間

新 旧 新
旧

別

一
二
・
〇
〇
〜

六
八
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

一
二
・
〇
〇
〜

七
八
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

一
九
六
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

一
九
六
・
〇
〇

延

長

幅
員
減
少

一
般
国
道
四
三

三
号
と
重
複

不
用
物
件
延
長

二
九
・
〇
〇
メ
ー

ト
ル 備

考

(定期)



広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
二
百
四
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
十
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
二
百
四
十
一
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
建
築
部
道
路
総
室
道
路
保
全
室
及
び
広
島
県
芸
北
地
域
事
務
所
建
設
局

に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
三
月
十
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
二
百
四
十
二
号

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
土
地
の
区
域
を
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
名
称

井
口
鈴
が
台
二
丁
目
地
区

二

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
一
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
十
一
号

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

郡

市

町

村

地

番

広
島
市

西
区
井
口
三
丁
目

三
六
八
番
一

標
柱
一
号

〃

西
区
井
口
鈴
が
台
二
丁
目

三
六
九
番

標
柱
二
号

〃

〃

一
二
一
番
六

標
柱
三
号

〃

〃

一
〇
二
番
一

標
柱
四
号

〃

〃

一
〇
二
番
一
二
四

標
柱
五
号
及
び
六
号

〃

〃

一
〇
二
番
一
二
五

標
柱
七
号

〃

〃

一
〇
二
番
一
二
七

標
柱
八
号

〃

西
区
井
口
三
丁
目

四
三
三
番
二
地
先
市
道
敷

標
柱
九
号

〃

〃

甲
三
六
八
番
二

標
柱
十
号

〃

〃

乙
三
六
八
番
地
先
道
路
敷

標
柱
十
一
号

一

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
名
称

安
佐
町
鈴
張
力
石
地
区

二

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
八
号
を
結

ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

郡

市

町

村

大
字

字

地

番

広
島
市

安
佐
北
区
安
佐
町

鈴
張

力
石

二
〇
一
二
番
三

標
柱
一
号

〃

〃

〃

〃

二
〇
二
六
番
三
地
先
河
川
敷

標
柱
二
号

〃

〃

〃

中
尾

五
〇
〇
〇
番
五

標
柱
三
号
及

び
四
号

〃

〃

〃

〃

五
〇
〇
〇
番
四

標
柱
五
号

平成17年 2月24日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 1 1 2号

6

県
道
太
郎
丸
吉

舎
線 路

線

名

三
次
市
吉
舎
町
安
田
字
石
金
山
一
〇
八
三
番
一
地
先
か
ら

三
次
市
吉
舎
町
安
田
字
尾
無
し
一
二
四
五
番
七
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
一
七
年
二
月
二

四
日 供

用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
一
八

六
号 路

線

名

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
布
原
山
五
六
三
番
一
地
先
か
ら

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
布
原
六
一
九
番
一
地
先
ま
で

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
大
井
山
五
四
二
番
一
地
先
か
ら

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
布
原
山
五
六
三
番
一
地
先
ま
で

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
西
小
原
山
三
七
三
番
三
地
先
か
ら

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
上
筒
賀
字
西
小
原
山
三
六
九
番
五
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
一
七
年
二
月
二

四
日 供

用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
四
三

三
号 路

線

名

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
観
音
字
勝
草
二
二
七
四
番
一
地
先
か
ら

山
県
郡
北
広
島
町
戸
谷
字
酒
森
五
四
七
九
番
一
地
先
ま
で

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
加
計
字
清
水
原
二
二
一
一
番
二
地
先
か
ら

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
加
計
字
河
内
平
二
一
四
四
番
三
地
先
ま
で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
一
七
年
二
月
二

四
日 供

用
開
始
の
期
日

(定期)



〃

〃

〃

〃

一
七
八
九
番
一

標
柱
六
号

〃

〃

〃

力
石

二
〇
二
六
番
一

標
柱
七
号

〃

〃

〃

〃

二
〇
二
五
番
三

標
柱
八
号

一

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
名
称

上
瀬
野
南
二
丁
目
地
区

二

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
二
十
二
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
二
十

二
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

郡

市

町

村

字

地

番

広
島
市

安
芸
区
上
瀬
野
町

金
山
山

五
〇
五
番
一

標
柱
一
号

〃

〃

平
山
山

五
〇
三
番
一

標
柱
二
号

〃

〃

金
山
山

五
〇
五
番
三

標
柱
三
号

〃

〃

平
山
山

五
〇
四
番
一

標
柱
四
号

〃

〃

〃

四
九
九
番

標
柱
五
号
及

び
六
号

〃

〃

〃

甲
四
九
六
番

標
柱
七
号
、

八
号
及
び
十

一
号

〃

〃

宮
脇

二
九
八
七
番

標
柱
九
号
及

び
十
号

〃

〃

平
山
山

四
九
二
番

標
柱
十
二
号

〃

安
芸
区
上
瀬
野
南
二
丁
目

二
九
一
一
番
二
地
先
道
路
敷

標
柱
十
三
号

〃

〃

二
九
〇
九
番
一
地
先
市
道
敷

標
柱
十
四
号

〃

安
芸
区
上
瀬
野
町

平
山
山

甲
四
九
六
番
地
先
道
路
敷

標
柱
十
五
号

及
び
十
六
号

〃

安
芸
区
上
瀬
野
南
二
丁
目

二
九
九
四
番
二
地
先
市
道
敷

標
柱
十
七
号

〃

〃

二
九
九
八
番
二

標
柱
十
八
号

〃

安
芸
区
上
瀬
野
町

平
山
山

五
〇
四
番
三

標
柱
十
九
号

〃

安
芸
区
上
瀬
野
南
二
丁
目

三
〇
〇
五
番
一
地
先
市
道
敷

標
柱
二
十
号

〃

〃

三
〇
〇
七
番
地
先
市
道
敷

標
柱
二
十
一

号

〃

〃

三
〇
三
三
番
一
地
先
市
道
敷

標
柱
二
十
二

号

一

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
名
称

六
本
松
一
丁
目
地
区

二

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
十
一
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
十
一
号

を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

郡

市

町

村

地

番

廿
日
市
市

六
本
松
一
丁
目

四
六
六
九
番
一

標
柱
一
号

〃

〃

九
三
九
番
二

標
柱
二
号
及
び
三
号

〃

〃

九
三
八
番
二
七

標
柱
四
号

〃

〃

九
三
八
番
二
五

標
柱
五
号

〃

〃

九
三
八
番
二
四

標
柱
六
号
及
び
七
号

〃

〃

五
〇
五
〇
番
三

標
柱
八
号

〃

〃

五
〇
五
〇
番
二

標
柱
九
号

〃

〃

四
六
二
〇
番
三

標
柱
十
号

〃

〃

四
六
二
〇
番
一

標
柱
十
一
号

一

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
名
称

警
固
屋
二
丁
目
一
地
区

(

追
加)

二

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
と
二
号
を
平
成
十
三
年
三
月
三
十
日
広
島
県
告
示
第
三
百
七
十

三
号(

警
固
屋
二
丁
目
一
地
区)

(

以
下｢

告
示
Ａ｣

と
い
う
。)

で
指
定
し
た
土
地
に
沿
っ
て
結
ん
だ
線
、

標
柱
二
号
か
ら
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
、
標
柱
七
号
と
八
号
を
昭
和
四
十
五
年
二
月
二
十
日
広
島
県

告
示
第
百
三
十
五
号

(

警
固
屋
通
二
丁
目
地
区)

(

以
下｢

告
示
Ｂ｣

と
い
う
。)

で
指
定
し
た
土
地
に
沿
っ

て
結
ん
だ
線
、
標
柱
八
号
か
ら
十
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
十
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま

れ
た
土
地
の
区
域
。
た
だ
し
、
標
柱
一
号
及
び
二
号
は
告
示
Ａ
で
指
定
し
た
土
地
に
存
す
る
標
柱
四
号
及

び
三
号
と
同
一
と
し
、
標
柱
七
号
は
告
示
Ｂ
で
指
定
し
た
土
地
に
存
す
る
標
柱
五
号
と
同
一
と
し
、
標
柱

八
号
は
告
示
Ｂ
で
指
定
し
た
土
地
に
存
す
る
標
柱
二
号
と
三
号
を
結
ん
だ
線
上
に
存
す
る
も
の
と
す
る
。

郡
市

町

村

地

番

呉
市

警
固
屋
二
丁
目

一
一
三
番
一

標
柱
一
号

〃

〃

九
二
番
一

標
柱
二
号

〃

〃

一
三
四
番
二

標
柱
三
号

〃

警
固
屋
一
丁
目

一
七
八
番
三
〇

標
柱
四
号

〃

〃

一
七
八
番
二
九

標
柱
五
号
及
び
六
号
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〃

警
固
屋
二
丁
目

一
五
四
番

標
柱
七
号

〃

警
固
屋
一
丁
目

三
一
九
番
三
地
先
市
道
敷

標
柱
八
号

〃

警
固
屋
二
丁
目

一
一
四
番
及
び
一
一
六
番
地
先
河
川
敷

標
柱
九
号

〃

〃

一
二
一
番

標
柱
十
号

一

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
名
称

浄
光
庵
山
東
地
区

二

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の
表
示

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
七
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線
及
び
標
柱
一
号
と
七
号
を
結

ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域

郡

市

町

村

大

字

地

番

豊
田
郡

安
浦
町

三
津
口
二
丁
目

一
一
〇
二
番

標
柱
一
号

〃

〃

〃

一
一
〇
三
番
一

標
柱
二
号
か
ら
六
号
ま
で

〃

〃

〃

一
一
〇
二
番
地
先
道
路
敷

標
柱
七
号

広
島
県
告
示
第
二
百
四
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
十
二
年
法
律
第
五

十
七
号)

第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
土
地
の
区
域
を
土
砂
災
害
警
戒
区

域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
と
し
て
指
定
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

箕
角
一
一

(

二
一
二
八
ａ)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

箕
角
一
一

(

二
一
二
八
ａ)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

箕
角

(

二
一
二
八
ｂ)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

箕
角

(

二
一
二
八
ｂ)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢
次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

中
箕
角
一
九
四

(

二
一
二
七)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類
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急
傾
斜
地
の
崩
壊

(｢
次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

中
箕
角
一
九
四

(
二
一
二
七)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

中
央

(

二
一
二
七
隣
一)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

中
央

(

二
一
二
七
隣
一)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

中
央

(

二
一
二
七
隣
二)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

中
央

(

二
一
二
七
隣
二)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

長
田

(

二
一
二
七
隣
三)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(｢

次
の
図｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称
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長
田

(

二
一
二
七
隣
三)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(
平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

長
田

(

二
一
二
七
隣
四)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

長
田

(

二
一
二
七
隣
四)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

長
田

(

二
一
二
七
隣
五)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

長
田

(

二
一
二
七
隣
五)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

長
田

(

二
一
二
七
隣
六)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

長
田

(
二
一
二
七
隣
六)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

長
田

(

二
一
二
七
隣
七)
地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

長
田

(

二
一
二
七
隣
七)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

長
田
一
四
八
一

(

一
一
六
一)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

長
田
一
四
八
一

(

一
一
六
一)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

長
田
一
五
五
二

(

七
五
一
三)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

長
田
一
五
五
二

(

七
五
一
三)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

長
田
一
五
六
九

(

九
六
七)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

長
田
一
五
六
九

(

九
六
七)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

長
田
一
五
六
九

(

九
六
七
隣)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

長
田
一
五
六
九

(

九
六
七
隣)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

地
獄
谷
川

(

一
四
〇)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

地
獄
谷
川

(

一
四
〇)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢
次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

奥
ノ
谷
川

(
一
四
一)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り
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三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

(｢
次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

奥
ノ
谷
川

(

一
四
一)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

御
鉢
谷
川

(

一
四
二)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

御
鉢
谷
川

(

一
四
二)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

学
校
谷
川

(

一
四
三)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

学
校
谷
川

(

一
四
三)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

唐
谷
川

(

一
四
四)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

青
ヶ
迫
川
ａ

(

一
四
五
ａ)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

青
ヶ
迫
川
ａ

(

一
四
五
ａ)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

青
ヶ
迫
川
ｂ

(

一
四
五
ｂ)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

青
ヶ
迫
川
ｂ

(

一
四
五
ｂ)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

青
ヶ
迫
川
ｃ

(

一
四
五
ｃ)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

青
ヶ
迫
川
隣

(

一
四
五
隣)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

青
ヶ
迫
川
隣

(

一
四
五
隣)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項
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次
の
図
の
と
お
り

(｢
次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

杉
谷
川

(

一
四
六)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

長
尾
谷
川

(

一
四
七)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

長
尾
谷
川

(

一
四
七)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

江
良
原
谷
川

(

一
四
八)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

江
良
原
谷
川

(

一
四
八)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

長
田
川

(

一
二
九
九)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

(｢
次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

長
田
川

(

一
二
九
九)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り
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三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
名
称

長
田
川

(

五
六
二
四)

地
区

二

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

一

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
名
称

長
田
川

(

五
六
二
四)

地
区

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表
示

次
の
図
の
と
お
り

三

土
砂
災
害
の
発
生
原
因
と
な
る
自
然
現
象
の
種
類

土
石
流

四

同
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関

す
る
法
律
施
行
令

(

平
成
十
三
年
政
令
第
八
十
四
号)

で
定
め
る
事
項

次
の
図
の
と
お
り

(｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
広
島
県
土
木
建
築
部
河
川
砂
防
総
室
砂
防
室
及
び
広
島
県
芸
北

地
域
事
務
所
建
設
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
っ
て
、
大
西
港
に
お
け
る
臨
港
地
区
及
び
当
該
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

な
お
、
当
該
臨
港
地
区
の
区
域
及
び
分
区
は
、
同
法
第
三
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
広
島
県
土

木
建
築
部
空
港
港
湾
総
室
港
湾
管
理
室
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建
設
局
竹
原
支
局
維
持
管
理
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

臨
港
地
区
の
指
定

二

分
区
の
指
定

広
島
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
っ
て
、
木
江
港
に
お
け
る
臨
港
地
区
及
び
当
該
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

な
お
、
当
該
臨
港
地
区
の
区
域
及
び
分
区
は
、
同
法
第
三
十
八
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
広
島
県
土

木
建
築
部
空
港
港
湾
総
室
港
湾
管
理
室
及
び
広
島
県
東
広
島
地
域
事
務
所
建
設
局
竹
原
支
局
維
持
管
理
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

臨
港
地
区
の
指
定

二

分
区
の
指
定

平成17年 2月24日 (木曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 1 1 2号

16

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
中
野
字
横
浜
、
同
町
中
野
字
加
渕
、
同
町
中
野
字
長

江
谷
、
同
町
中
野
字
石
摺
及
び
同
町
大
串
字
七
々
見
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部

区

域

二
・
五

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

漁

港

区

商

港

区

分
区
の
種
類

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
中
野
字
横
浜
及
び
同
町
大
串
字

七
々
見
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
中
野
字
横
浜
、
同
町
中
野
字
加

渕
、
同
町
中
野
字
長
江
谷
及
び
同
町
中
野
字
石
摺
の

そ
れ
ぞ
れ
の
一
部

区

域

〇
・
八

一
・
七

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
沖
浦
字
岩
白
谷
の
一
部

区

域

一
・
一

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

分
区
の
種
類

区

域

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

(定期)



広
島
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
っ
て
、
釣
士
田
港
に
お
け
る
臨
港
地
区
及
び
当
該
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
を
次
の
よ
う
に
変
更
し

た
。な

お
、
今
回
の
変
更
に
よ
り
新
た
に
追
加
さ
れ
る
臨
港
地
区
の
区
域
及
び
分
区
は
、
同
法
第
三
十
八
条
第

八
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
広
島
県
土
木
建
築
部
空
港
港
湾
総
室
港
湾
管
理
室
及
び
広
島
県
呉
地
域
事
務
所
建

設
局
管
理
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

臨
港
地
区
の
変
更

１

変
更
前

２

変
更
後

二

分
区
の
変
更

１

変
更
前

２

変
更
後

公公公

告告告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り

特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

選選選
挙挙挙
管管管
理理理
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

公
職
選
挙
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号)

第
百
六
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
、
個
人
演

説
会
、
政
党
演
説
会
又
は
政
党
等
演
説
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
、
次
の
と
お
り
指
定
し

た
旨
、
本
郷
町
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日
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修
景
厚
生
港
区

商

港

区

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
沖
浦
字
岩
白
谷
の
一
部

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
沖
浦
字
岩
白
谷
の
一
部

〇
・
二

〇
・
九

安
芸
郡
倉
橋
町
字
岩
木
の
一
部

区

域

〇
・
五

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

安
芸
郡
倉
橋
町
字
岩
木
及
び
同
町
字
宇
和
木
新
開
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部

区

域

〇
・
八

面

積
(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

漁

港

区

分
区
の
種
類

安
芸
郡
倉
橋
町
字
岩
木
の
一
部

区

域

〇
・
五

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

分
区
の
種
類

区

域

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

漁

港

区

安
芸
郡
倉
橋
町
字
岩
木
及
び
同
町
字
宇
和
木
新
開
の

そ
れ
ぞ
れ
の
一
部

〇
・
八

特
定
非
営
利
活
動

法
人
能
力
活
用
支

援
機
構

特
定
非
営
利
活
動

法
人
ベ
ン
チ
ャ
ー

か
ま
が
り

特
定
非
営
利
活
動

法
人
の
名
称

松
浦

豊
紀

兼
田

定
夫

代
表
者
の
氏
名

広
島
県
広
島
市
佐

伯
区
海
老
園
二
丁

目
一
三
番
一
五
号

広
島
県
安
芸
郡
蒲

刈
町
向
字
小
浜
地

内(

で
あ
い
の
館

内) 主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

こ
の
法
人
は
、
主
と
し
て
中
高
年
齢

者
層
、
独
立
開
業
予
定
者
、
学
生
等

に
対
し
て
、
就
業
支
援
及
び
独
立
開

業
支
援
の
た
め
、
講
師
派
遣
、
講
師

資
格
認
定
、
早
期
採
用
内
定
取
得
、

生
涯
学
習
の
推
進
等
に
関
す
る
事
業

を
行
い
、
雇
用
機
会
の
拡
充
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

本
会
は
、
蒲
刈
島
の
地
域
特
性
を
活

か
し
て
地
域
づ
く
り
や
経
済
活
性
化
、

雇
用
機
会
の
拡
充
、
人
材
の
育
成
、

環
境
保
全
・
活
用
等
に
貢
献
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

平
成
一
七
年
二

月
一
四
日

平
成
一
七
年
二

月
九
日

申
請
の
あ
っ
た

年
月
日

(定期)



広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

橋

本

宗

利

人人人
事事事
委委委
員員員
会会会
規規規
則則則

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
及
び
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件

に
関
す
る
条
例
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

丸

山

明

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
及
び
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他

の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
実
施
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
二
十
六
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
か
ら
第
十
九
条
の
六
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

寒
冷
地
手
当)

第
十
九
条

給
与
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
地
域
は
、
国
家
公
務
員

の
寒
冷
地
手
当
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
号)

別
表
に
掲
げ
る
地
域

(
給
与
条
例

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
表
に
掲
げ
る
地
域
を
除
く
。)

と
す
る
。

２

給
与
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
区
域
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る

区
域
と
す
る
。

３

給
与
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
公
署
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る

公
署
と
す
る
。

第
十
九
条
の
二

給
与
条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
表
の

｢

世
帯
主
で
あ
る
職
員｣

と
は
、
主
と
し
て
そ
の

収
入
に
よ
つ
て
世
帯
の
生
計
を
支
え
て
い
る
職
員
で
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

扶
養
親
族

(

給
与
条
例
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
扶
養
親
族
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十

九
条
の
六
に
お
い
て
同
じ
。)

を
有
す
る
者

二

扶
養
親
族
を
有
し
な
い
が
、
居
住
の
た
め
、
一
戸
を
構
え
て
い
る
者
又
は
下
宿
、
寮
等
の
一
部
屋

を
専
用
し
て
い
る
者

第
十
九
条
の
三

給
与
条
例
第
十
三
条
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
寒
冷
地
手
当
支
給
対
象
職

員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

一

本
邦
外
に
あ
る
職
員

(

給
与
条
例
第
十
三
条
第
二
項
の
表
の

｢

扶
養
親
族
の
あ
る
職
員｣

に
該
当

す
る
職
員
を
除
く
。)

二

法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
休
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員

三

法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
休
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
の
う
ち
、

給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
も
の

四

停
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員

五

専
従
許
可
を
受
け
て
い
る
職
員

六

育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員

七

大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
る
職
員

八

派
遣
さ
れ
て
い
る
職
員
の
う
ち
、
給
与
の
支
給
を
受
け
て
い
な
い
も
の

第
十
九
条
の
四

給
与
条
例
第
十
三
条
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
額
は
、
給
与
条
例
第
十
三

条
第
二
項
又
は
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
額
を
日
割
計
算
し
て
得
た
額
と
す
る
。

２

給
与
条
例
第
十
三
条
第
四
項
第
三
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
寒
冷
地
手
当
基
準
日

に
お
い
て
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
職
員
又
は
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
寒
冷
地
手
当
支
給
対
象
職
員
が
、
当
該
寒
冷
地
手
当
基
準
日
の
翌
日
か

ら
当
該
寒
冷
地
手
当
基
準
日
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で
の
間
に
、
他
の
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る

職
員
又
は
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
寒

冷
地
手
当
支
給
対
象
職
員
と
な
つ
た
場
合
と
す
る
。

第
十
九
条
の
五

寒
冷
地
手
当
は
、
寒
冷
地
手
当
基
準
日
の
属
す
る
月
の
給
料
の
支
給
日
に
支
給
す
る
。

た
だ
し
、
給
料
の
支
給
日
ま
で
に
寒
冷
地
手
当
に
係
る
事
実
が
確
認
で
き
な
い
場
合
等
で
、
そ
の
日
に

お
い
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
後
に
お
い
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と

す
る
。

２

寒
冷
地
手
当
基
準
日
か
ら
給
料
の
支
給
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
寒

冷
地
手
当
支
給
対
象
職
員
に
は
、
当
該
寒
冷
地
手
当
基
準
日
に
係
る
寒
冷
地
手
当
を
そ
の
際
に
支
給
す

る
も
の
と
す
る
。

３

寒
冷
地
手
当
基
準
日
か
ら
引
き
続
い
て
第
十
九
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
職
員
又
は
給
与
条
例
第
二
十

一
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
寒
冷
地
手
当
支
給
対
象
職

員
が
、
給
料
の
支
給
日
後
に
復
職
等
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
寒
冷
地
手
当
基
準
日
に
係
る
寒
冷
地
手

当
を
そ
の
際
に
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

４

寒
冷
地
手
当
支
給
対
象
職
員
が
寒
冷
地
手
当
基
準
日
の
属
す
る
月
に
そ
の
所
属
す
る
任
命
権
者
を
異
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本
郷
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

施

設

の

名

称

豊
田
郡
本
郷
町
大
字
本
郷
一
〇
六
九
番
地
四

所

在

地

平
成
一
七
年
一
月
二
五
日

指
定
年
月
日

(定期)



に
し
て
異
動
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
寒
冷
地
手
当
基
準
日
に
係
る
寒
冷
地
手
当
は
、
当
該
寒
冷
地
手

当
基
準
日
に
寒
冷
地
手
当
支
給
対
象
職
員
が
所
属
す
る
任
命
権
者
に
お
い
て
支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
そ
の
任
命
権
者
は
、
寒
冷
地
手
当
支
給
対
象
職
員
の
異
動
が
そ
の
月
の
給
料
の
支
給
日
前
で

あ
る
と
き
は
、
そ
の
際
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
の
六

任
命
権
者
は
、
寒
冷
地
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
職

員
及
び
そ
の
扶
養
親
族
の
住
居
の
所
在
地
を
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

２

任
命
権
者
は
、
前
項
の
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
職
員
に
対
し
扶
養
親

族
の
住
居
の
所
在
地
等
を
証
明
す
る
に
足
る
書
類
の
提
出
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

第
十
九
条
の
七
及
び
第
十
九
条
の
八
を
削
る
。

別
表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二

(

第
十
九
条
関
係)

備
考

こ
の
表
に
掲
げ
る
名
称
及
び
そ
の
区
域
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
に
お
け
る
も
の
を
示
し
、
そ
の
後
に

お
け
る
名
称
の
変
更
又
は
そ
れ
ら
の
名
称
を
有
す
る
も
の
の
区
域
の
変
更
に
よ
つ
て
影
響
さ
れ
な
い
も
の
と
す

る
。

別
表
第
三

(

第
十
九
条
関
係)

備
考

こ
の
表
に
定
め
る
公
署
の
ほ
か
、
そ
の
所
在
す
る
地
域
の
寒
冷
及
び
積
雪
の
度
を
考
慮
し
て
こ
れ
ら
の
公

署
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
同
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と

み
な
す
。

別
表
第
四

削
除

別
表
第
四
の
二
及
び
別
表
第
四
の
三
を
削
る
。

(

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
実
施
に
関
す
る
規
則

の
一
部
改
正)

第
二
条

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
の
実
施
に
関
す
る

規
則

(

昭
和
三
十
三
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

寒
冷
地
手
当)

第
三
条
の
二

条
例
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
給
与
条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
の
例
に
よ

り
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
公
署
は
、
別
表
第
二
の
二
に
掲
げ
る
公
署
と
す
る
。

別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
二

(

第
三
条
の
二
関
係)

備
考

こ
の
表
に
定
め
る
公
署
の
ほ
か
、
そ
の
所
在
す
る
地
域
の
寒
冷
及
び
積
雪
の
度
を
考
慮
し
て
こ
れ
ら
の
公

署
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
同
表
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
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比
婆
郡
東
城
町
の
う
ち

大
字
小
奴
可

大
字
加
谷

大
字
内
堀

大
字
塩
原

比
婆
郡
西
城
町
の
う
ち

大
字
小
鳥
原

山
県
郡
大
朝
町
の
う
ち

大
字
大
塚

山
県
郡
戸
河
内
町
の
う
ち

字
垰
、
字
正
府
ケ
谷
、
字
梅
ノ
木
、
字
的
場
、
字
中
野
原
、
字
鍛
冶
屋
原
、
字
堂
原
、
字
市
野
原
、
字
槙
原
、

字
岩
川
、
字
奈
羅
頭
、
字
大
西
、
字
荷
寄
原
及
び
字
松
原

字
垰
、
字
猪
山
、
字
木
津
名
、
字
檜
谷
、
字
鬼
後
、
字
洗
川
、
字
畑
、
字
守
岩
、
字
大
平
、
字
長
谷
、
字
空
山
、

字
舟
石
、
字
下
山
、
字
折
目
、
字
獅
子
谷
、
字
葛
根
迫
、
字
向
イ
山
黒
滝
、
字
中
倉
、
字
坂
取
及
び
字
西
榎
ノ

平
山

廿
日
市
市
の
う
ち

吉
和

三
次
市
布
野
町
の
う
ち

横
谷

区

域

廿
日
市
警
察
署
吉
和
警
察
官
駐
在
所

公

署

廿
日
市
市
吉
和

所

在

地

庄
原
警
察
署
八
鉾
警
察
官
駐
在
所

庄
原
警
察
署
小
奴
可
警
察
官
駐
在
所

庄
原
市
西
城
町
小
鳥
原

庄
原
市
東
城
町
小
奴
可

庄
原
市
立
小
奴
可
中
学
校

庄
原
市
立
内
堀
小
学
校

庄
原
市
立
小
奴
可
小
学
校

庄
原
市
立
小
鳥
原
小
学
校

三
次
市
立
横
谷
小
学
校

山
県
郡
北
広
島
町
立
大
塚
小
学
校

山
県
郡
安
芸
太
田
町
立
猪
山
小
学
校

山
県
郡
安
芸
太
田
町
立
松
原
小
学
校

廿
日
市
市
立
吉
和
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

廿
日
市
市
立
吉
和
中
学
校

廿
日
市
市
立
吉
和
小
学
校

公

署

庄
原
市
東
城
町
加
谷

庄
原
市
東
城
町
内
堀

庄
原
市
東
城
町
小
奴
可

庄
原
市
西
城
町
小
鳥
原

三
次
市
布
野
町
横
谷

山
県
郡
北
広
島
町
大
塚

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
猪
山

山
県
郡
安
芸
太
田
町
大
字
松
原

廿
日
市
市
吉
和

廿
日
市
市
吉
和

廿
日
市
市
吉
和

所

在

地

(定期)



古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

み
な
す
。

附

則

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

福
山
市
、
沼
隈
郡
沼
隈
町
中
学
校
組
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
等
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
二
月
二
十
四
日

広
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

丸

山

明

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

福
山
市
、
沼
隈
郡
沼
隈
町
中
学
校
組
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
等
を
廃
止
す
る
規
則

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。

一

福
山
市
、
沼
隈
郡
沼
隈
町
中
学
校
組
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

(

昭
和
四
十
一
年
広

島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
百
八
号)

二

福
山
沼
隈
広
域
行
政
組
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

(

昭
和
五
十
年
広
島
県
人
事
委
員

会
規
則
第
二
十
二
号)

三

山
県
東
中
部
福
祉
衛
生
組
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

(

平
成
元
年
広
島
県
人
事
委
員

会
規
則
第
四
十
四
号)

四

賀
茂
広
域
行
政
組
合
の
管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

(

平
成
十
二
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規

則
第
二
十
七
号)

附

則

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

12号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。

平
成

17年
２
月

24日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長

宮
地

治
夫
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4P
0951

4P
0934

検
定

番
号

同
上

告
示
の
日

(平
成

17年
２
月

24日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
怪
物

く
ん
Ｆ
Ｎ

88Ｐ
Ｘ

Ｃ
Ｒ
怪
物

く
ん
Ｆ
Ｎ

88Ｐ

型
式
名

同
上

株
式
会
社
大
一
商
会

代
表
取
締
役
市
原�

明
(愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区

鴨
付
町
一
丁
目

22番
地
)

申
請
者
名
(住
所
)

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

(定期)


